
平成２８年度随意契約情報（委託料）財務部
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名
グループ
名

契約の相手方 契約件名 開始 終了 契約金額(円） 適用条項 随意契約理由

1 税務局 税政
システム
グループ

富士通　株式会社　関西支社

宿泊税の導入及び平成28年
度税制改正（環境性能割）に
伴う税務電算システム改修業
務

20160510 20170331 359,316,000
特例政令第１０条第２
号

業務（システム改修）が特定
の者（当該システム開発業
者）でなければ実施すること
ができないものであるため

2 税務局 税政
システム
グループ

富士通　株式会社　関西支社
地方税電子申告システム、国
税連携システム、ＯＳＳシステ
ム等に係る運用管理業務

20160401 20170331 50,004,000
特例政令第１０条第２
号

業務(システム運用管理)が特
定の者（当該システム開発業
者）でなければ実施できない
ものであるため

3 税務局 税政
システム
グループ

株式会社　りそな銀行
府税の管理事務に係る機械
計算処理業務の委託

20160401 20170331 41,260,347
特例政令第１０条第２
号

業務（収入データ作成）が特
定の者（指定金融機関）でな
ければ実施することができな
いため

4 税務局 税政
システム
グループ

富士通　株式会社　関西支社

地方税電子申告システム及
び国税連携システム用機器
更新に伴う業務アプリ改修及
び基盤機器設計業務

20160401 20161231 38,718,000
特例政令第１０条第２
号

業務（システム更新・改修・設
計）が特定の者（当該システ
ム開発業者）でなければでき
ないものであるため

5 税務局 税政
システム
グループ

地方公共団体情報システム
機構

自動車登録・検査情報都道
府県提供業務

20160401 20170331 27,586,440
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

業務（自動車登録・検査情報
作成）が特定の者（当該業務
を実施する唯一の事業者）で
なければ実施することができ
ないものであるため

6 財政 財政
総務グ
ループ

富士通　株式会社　関西支社
予算編成支援システム運営
補佐業務

20160401 20170331 7,095,600
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

業務（システム管理等業務）
が特定の者（当該システムの
開発者）でなければ実施する
ことができないものであるた
め

7 税務局 徴税対策
軽油諸税
グループ

大阪府石油協同組合
平成２８年度不正軽油流通防
止対策業務委託契約

20160401 20170331 6,787,800
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

特別の目的（不正軽油流通防
止対策）を有する業務である
ことから、委託先が特定され
るため

8 税務局 税政
システム
グループ

株式会社　日本ビジネスデー
タープロセシン

税務システムに係る電子計算
機のオペレーション業務

20160401 20160531 6,480,000
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第６号

継続を要する業務（オペレー
ション業務）で現に契約履行
中の当該業者に引き続き実
施させた場合、経費の節減が
確保できる等有利と認められ
るため。
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9 税務局 徴税対策
納税グ
ループ

株式会社　りそな銀行
収納済通知書イメージデータ
作成、検索閲覧サービス利用
に関する業務

20160401 20170331 4,624,560
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

業務（収納済通知書をイメー
ジデータとして作成し、その検
索閲覧サービスを行う）が特
定の者（金融機関で納付され
た府税収納金に係る収納済
通知書から税務情報システム
に収入消込みするための府
税の管理事務に係る機械計
算処理業務を行う者）でなけ
れば実施することができない
ものであるため

10 税務局 徴税対策
自動車税
グループ

一般社団法人　日本自動車
販売協会連合会　大阪府支
部

自動車税及び自動車取得税
に係る申告データ作成業務

20160401 20170331 2,550,000
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

業務（自動車税及び自動車取
得税に係る申告データ作成業
務）が特定の者（業務を実施
する唯一の事業者）でなけれ
ば実施することができないも
のであるため

11 税務局 徴税対策
自動車税
グループ

一般社団法人　大阪府自家
用自動車連合協会

自動車税等申告済確認調査
事務

20160401 20170331 2,392,697
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

業務（自動車税等申告済確認
調査事務　）が特定の者（業
務を実施する唯一の事業者）
でなければ実施することがで
きないものであるため

12 財産活用 財産活用
経営管理
グループ

株式会社　システムリサーチ
大阪支店

大阪府公有財産台帳等管理
システム運用保守委託契約

20160401 20170331 1,249,668
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

業務（システム運用保守業務）が
特定の者（当該システムの開発
業者）でなければ実施することが
できないものであるため

13 財政 財政
財務調査
グループ

富士通　株式会社　関西支社
決算統計支援システム改修
業務委託

20160530 20160831 1,162,080
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

業務（システム改修業務）が
特定の者（当該システムの開
発業者）でなければ実施する
ことができないものであるた
め

14 税務局 税政
システム
グループ

富士通　株式会社　関西支社

自動車保有関係手続のワン
ストップサービスシステム用
サーバ機器等の更新に伴う
サーバ機器等基本設計及び
業務アプリケーション改修業
務

20160617 20170331 24,283,800
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

業務（システム改修）が特定
の者（当該システム開発業
者）でなければ実施すること
ができないものであるため
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15 税務局 税政
システム
グループ

株式会社　アイ・オー・プロセ
ス

税務情報システムに係る入力
データ作成業務（単価契約）

20160615 20170331 2,384,601
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第５号

前受託業者からの申し出によ
り契約解除となったため急迫
を要し、競争入札に付してい
ては契約の目的を達成できな
いため

16 税務局 税政
総務グ
ループ

東芝エレベータ　株式会社
関西支社

大阪府三島府民センタービル
外１件ＥＳＣＯ事業

20161005 20320331 230,739,999
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

業務（ESCO事業）が特定の者
（公募により選定された業者）
でなければ実施することがで
きないものであるため

17 税務局 税政
システム
グループ

株式会社　りそな銀行
宿泊税導入に伴う府税の管
理業務に係る機械計算処理
システム改修業務

20160916 20170228 4,221,720
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

業務（システム改修）が特定
の者（当該システム開発業
者）でなければ実施すること
ができないものであるため

18 税務局 税政
システム
グループ

富士通　株式会社　関西支社

平成28年度税制改正（法人
二税）に伴う税務情報システ
ム及びOCRシステム改修業
務

20160801 20170331 65,497,680
特例政令第１１条第１
項第２号

業務（システム改修）が特定
の者（当該システム開発業
者）でなければ実施すること
ができないものであるため

19 財産活用 財産活用
経営管理
グループ

株式会社　システムリサーチ
大阪支店

公有財産台帳等管理システ
ム機能改良　複式情報入力
方法変更及びシステムの利
便性向上等改修

20161021 20170331 6,976,800
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

業務（システム改修業務）が
特定の者（当該システムの開
発業者）でなければ実施する
ことができないものであるた
め

20 財政 財政
総務グ
ループ

川西軽印刷　株式会社
平成２９年度大阪府一般会計
当初予算書等作成業務

20170215 20170222 3,353,400
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第６号

競争入札によって得られる価
格上の利益が入札に要する
経費と比較して得失相償わな
いと認められるため

21 財政 財政
総務グ
ループ

川西軽印刷　株式会社
平成２８年度大阪府一般会計
特別会計補正予算（第６号）
予算書等作成業務

20170201 20170221 2,449,845
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第６号

競争入札によって得られる価
格上の利益が入札に要する
経費と比較して得失相償わな
いと認められるため

Ｈ２８．４～５月 13 件 549,227,192 円
Ｈ２８．６～７月 2 件 26,668,401 円
Ｈ２８．８～９月 3 件 300,459,399 円
Ｈ２８．１０～１１月 1 件 6,976,800 円
Ｈ２９．２～３月 2 件 5,803,245 円

合計 21 件 889,135,037 円

財務部（委託料）


